
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
九
号

国
立
公
園
集
団
施
設
地
区
等
管
理
規
則

国
立
公
園
集
団
施
設
地
区
管
理
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
国
立
公
園
集
団
施
設
地
区
等
の

管
理
及
び
利
用
の
方
法
を
定
め
、
も
つ
て
そ
の
管
理
運

営
の
適
正
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２
　
前
項
の
国
立
公
園
集
団
施
設
地
区
等
と
は
、
環
境
省

所
管
の
公
共
用
財
産
で
あ
る
土
地
で
あ
つ
て
、
自
然
公

園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
三
十

六
条
第
一
項
の
指
定
に
係
る
部
分
そ
の
他
国
立
公
園
内

に
存
す
る
も
の
の
う
ち
、
環
境
大
臣
の
定
め
る
も
の
の

区
域
を
い
う
。

（
管
理
員
）

第
二
条
　
国
立
公
園
集
団
施
設
地
区
等
（
以
下
「
地
区
」

と
い
う
。
）
に
管
理
員
を
置
く
。

２
　
管
理
員
は
、
環
境
大
臣
の
監
督
を
受
け
、
地
区
の
管

理
に
関
す
る
業
務
を
処
理
す
る
。

（
利
用
者
の
心
構
え
）

第
三
条
　
地
区
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
地
区

が
国
立
公
園
に
お
け
る
重
要
な
公
共
的
利
用
地
で
あ
る

こ
と
を
理
解
し
、
か
つ
、
公
園
道
徳
を
重
ん
じ
、
常
に

管
理
員
の
指
示
に
従
つ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
利
用
の
許
可
）

第
四
条
　
地
区
内
に
お
い
て
、
左
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
許
可
申
請
書
を
環

境
大
臣
に
提
出
し
て
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
土
地
又
は
水
面
を
占
用
又
は
使
用
す
る
こ
と
。

二
　
環
境
大
臣
の
指
定
す
る
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
。

三
　
物
の
販
売
、
業
と
し
て
行
な
う
案
内
、
写
真
の
撮

影
若
し
く
は
物
の
貸
付
け
そ
の
他
の
営
業
行
為
又
は

物
の
頒
布
若
し
く
は
興
行
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

行
為
を
す
る
こ
と
。

四
　
集
会
を
催
す
こ
と
。

２
　
前
項
の
許
可
に
は
、
条
件
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
環
境
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
者
に
対
し
て
許
可
を

与
え
た
と
き
は
、
許
可
証
を
交
付
す
る
。

４
　
前
項
の
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
管
理
員
の

要
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
利
用
許
可
の
取
消
）

第
五
条
　
環
境
大
臣
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
事

由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
す

こ
と
が
で
き
る
。

一
　
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
条
件
に
違
反

し
た
と
き
。

二
　
こ
の
規
則
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

（
利
用
の
規
制
）

第
六
条
　
地
区
内
に
お
い
て
は
、
左
に
掲
げ
る
行
為
を
し

て
は
な
ら
な
い
。

一
　
工
作
物
又
は
備
品
を
汚
損
し
、
又
は
破
壊
す
る
こ

と
。

二
　
木
竹
を
伐
採
し
、
又
は
植
物
を
採
取
若
し
く
は
損

傷
す
る
こ
と
。

三
　
植
さ
い
そ
の
他
土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
こ
と
。

四
　
鳥
獣
類
を
捕
獲
し
、
又
は
殺
傷
す
る
こ
と
。

五
　
飲
料
水
を
汚
染
し
、
又
は
湖
沼
、
渓
流
、
み
ぞ
そ

の
他
の
水
路
の
流
通
を
妨
げ
る
こ
と
。

六
　
立
入
禁
止
区
域
内
に
立
ち
入
る
こ
と
。

七
　
示
威
行
進
を
行
う
こ
と
。

八
　
指
定
の
場
所
以
外
の
場
所
で
野
営
を
す
る
こ
と
。

九
　
指
定
の
場
所
以
外
の
場
所
で
た
き
火
又
は
炊
さヽ
んヽ

を
す
る
こ
と
。

十
　
指
定
の
場
所
以
外
の
場
所
へ
車
馬
を
乗
り
入
れ
、

又
は
つ
な
ぐ
こ
と
。

十
一
　
指
定
の
場
所
以
外
の
場
所
で
遊
泳
す
る
こ
と
。

十
二
　
指
定
の
場
所
以
外
の
場
所
に
ご
み
そ
の
他
の
汚

物
又
は
廃
物
を
捨
て
る
こ
と
。

十
三
　
便
所
以
外
の
場
所
で
大
小
便
を
し
、
又
は
さ
せ

る
こ
と
。

十
四
　
他
人
に
対
し
著
し
く
粗
野
そ
の
他
の
行
為
で
迷

惑
を
か
け
、
又
は
著
し
く
静
穏
を
害
し
、
若
し
く

は
けヽ
んヽ
騒
に
わ
た
る
こ
と
。

十
五
　
そ
の
他
公
共
の
保
安
、
衛
生
、
風
紀
上
障
害
と

な
る
行
為
を
す
る
こ
と
。

（
原
状
回
復
、
地
区
外
へ
の
退
去
等
）

第
七
条
　
環
境
大
臣
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者

に
対
し
て
、
原
状
回
復
若
し
く
は
地
区
外
へ
の
退
去
を

命
じ
、
又
は
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
い

で
、
同
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
行
為
を
し
た
者

二
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
条
件
に
違

反
し
た
者

三
　
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
提
示
を

拒
ん
だ
者

四
　
前
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
者

五
　
で
い
酔
者
、
伝
染
性
疾
患
者
等
公
衆
に
著
し
く
不

快
の
感
を
お
こ
さ
せ
若
し
く
は
公
衆
衛
生
上
害
を
及

ぼ
し
、
又
は
そ
の
虞
の
あ
る
者

六
　
正
当
な
理
由
な
く
し
て
管
理
員
の
指
示
に
従
わ
な

か
つ
た
者

（
占
用
料
又
は
使
用
料
）

第
八
条
　
環
境
大
臣
は
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

許
可
を
受
け
た
者
か
ら
、
占
用
料
又
は
使
用
料
を
徴
収

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
損
害
賠
償
）

第
九
条
　
環
境
大
臣
は
、
地
区
内
に
お
け
る
自
然
物
、
工

作
物
、
備
品
等
に
損
害
を
加
え
た
者
に
対
し
て
、
そ
れ

に
よ
つ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
十
条
　
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
の
う

ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委

任
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に

掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
環
境
大
臣
が
自
ら
行
う
こ

と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

二
　
第
四
条
第
一
項
及
び
同
項
第
二
号
、
第
二
項
並
び

に
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限

三
　
第
五
条
に
規
定
す
る
権
限

四
　
第
七
条
に
規
定
す
る
権
限

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十

八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
三
月
二
五
日
厚
生
省
令

第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
六
年
七
月
一
日
総
理
府
令
第

四
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
五
月
二
日
総
理
府
令
第
二

二
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
令

第
九
四
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
従
前
の
環

境
庁
の
臨
時
水
俣
病
認
定
審
査
会
の
委
員
で
あ
る
者
の

任
期
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
臨
時
水
俣

病
認
定
審
査
会
の
組
織
等
に
関
す
る
総
理
府
令
第
二
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
五
日
環
境
省
令

第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
自
然
公
園
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
の

日
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
二
九
日
環
境
省
令

第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
自
然
公
園
法
及
び
自
然
環
境
保

全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律

第
四
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
三
日
環
境
省
令

第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
七
日
環
境
省
令
第

二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
環
境
省
令

第
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲

内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
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別記様式第１（第４条関係） 

  
土地水面  許可申請書 

  

申請者                 

住所                 

職業                 

氏名                 

   
一   期間 
   

   
二   位置及び区域（別添図面） 
   

   
三   面積      平方メートル 
   

   
四   目的 
   

 右のとおり国立公園集団施設地区等管理規則第４条第１項の規定により申請します。 

      年  月  日 

 環境大臣殿 

 

使用 
占用 

使用 
占用 

使用 
占用 

使用 
占用 

使用 
占用 

別
記
様
式
第
二
（
第
四
条
関
係
）

 

別記様式第２（第４条関係） 

施設使用許可申請書 

申請者                 

住所                 

職業                 

氏名                 

一 使用日時又は期間 

二 施設の位置及び名称 

三 使用部分及び面積 

四 使用目的 

五 使用内容 

六 申請者において料金を徴収するときは、その額及びその方法 

 右のとおり国立公園集団施設地区等管理規則第４条第１項の規定により申請します。 

      年  月  日 

 環境大臣殿 

別
記
様
式
第
三
（
第
四
条
関
係
）

 

別記様式第３（第４条関係） 

営業等許可申請書 

申請者                 

住所                 

職業                 

氏名                 

一 日時又は期間 

二 場所又は施設 

三 目的 

四 内容 

五 予定される人員 

六 申請者において料金を徴収するときは、その額及びその方法 

 右のとおり国立公園集団施設地区等管理規則第４条第１項の規定により申請します。 

     年  月  日 

 環境大臣殿 

 

別
記
様
式
第
四
（
第
四
条
関
係
）

 

別記様式第４（第４条関係） 

集会許可申請書 

申請者                 

住所                 

職業                 

氏名                 

一 日時又は期間 

二 場所又は施設 

三 目的 

四 人員 

五 申請者において料金を徴収するときは、その額及びその方法 

 右のとおり国立公園集団施設地区等管理規則第４条第１項の規定により申請します。 

     年  月  日 

 環境大臣殿 
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